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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１１月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２３年４月４日 ０８時２５分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北第３区の岸壁 

 大阪府大阪市所在の大阪南港沖防波堤灯台から真方位１７０°２.３

海里付近 

 （概位 北緯３４°３４.４′ 東経１３５°２５.７′） 

事故調査の経過  平成２３年５月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー 三都
さ ん と

丸、１８１トン 

 １３４８９６、三都海運有限会社 

 ４１.６０ｍ×７.６０ｍ×３.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、４４１kＷ、平成６年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１８年３月２２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１２月１５日 

  免状有効期間満了日 平成２８年３月２１日 

一等航海士 男性 ５１歳 

 六級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成７年９月１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１２月２０日 

  免状有効期間満了日 平成２４年１２月１９日 

 死傷者等 重傷 １人（一等航海士） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長、一等航海士及び機関長の３人が乗り組み、阪神港堺

泉北第３区の岸壁に左舷着けで着岸して積み荷役を行った後、出港準

備作業のため、一等航海士が、船首及び船尾に各３本取った係船ロー

プのうち、船首左舷外側のロープドラムに取った１本（以下「本件増

しロープ」という。）を船首甲板まで手繰り上げて甲板上に輪状に並

べ、その後、係船機を運転して本件増しロープを手繰りながらロープ

ドラムに巻き取っていた。 
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 本船は、ロープドラムとフェアリーダーの間等の甲板上に作業中に

おける立入禁止区域を示す黄色塗装を行っていたが、一等航海士は、

係船機を運転し、船首甲板上の黄色塗装範囲に入っていた。 

 一等航海士は、平成２３年４月４日０８時２５分ごろ、立ちくらみ

が生じてよろけ、右足が巻き取り中の本件増しロープに絡まってロー

プドラムに巻き込まれ、病院に搬送されて肋骨２本及び右足腓骨を骨

折していることが分かり、治療を受けた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本船は、本事故時、出港準備中であったが、出港配置はまだ発令さ

れていなかった。 

 船長は、陸上の事務所に向かって岸壁を通行中、陸上作業員の叫び

声を聞いて本船を振り返ったところ、一等航海士が係船機のロープド

ラムと共に１回転するのを目撃し、現場に駆けつけた。 

 船首の係船機は、揚錨機兼用で両舷にあり、１機に付き２個のロー

プドラムを装備し、速度調整の操作ハンドルは中央付近に、各ロープ

ドラムのクラッチハンドル及びブレーキハンドルは各ロープドラム付

近にそれぞれ装備されており、操作ハンドルと外側のロープドラム用

のクラッチハンドル及びブレーキハンドルとの距離は約２ｍであっ

た。 

 一等航海士は、係船機を運転する際、操作ハンドルとクラッチハン

ドル及びブレーキハンドルの位置が離れており、１人で操作するには

何回も行き来しなければならなかったので、ふだんから操作ハンドル

で係船機を運転状態としてブレーキを緩め、クラッチを入れてロープ

ドラムを回転させていた。 

 一等航海士は、過去にも立ちくらみの経験があったが、健康診断で

は問題がなかった。 

 本件増しロープは、ポリプロピレン製、直径４２㎜で、平成２０年

４月に購入して同２２年１０月から使用開始された比較的新しいもの

であり、表面にささくれなどの傷はなかった。 

 船舶所有者は、「係船ロープ繰り出し中は、巻き込まれるおそれが

あるから手足を使用してはならない」などと記載した「船舶作業基準

集」と称する冊子を操舵室に備えていたが、一等航海士は冊子の存在

を知らなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は阪神港堺泉北第３区の岸壁において積み荷役終了後、出港準

備中の一等航海士が、本件増しロープをロープドラムに巻き取り中、
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立入禁止区域に入っていたことから、立ちくらみがしてよろけた際、

右足が巻き取り中の本件増しロープに絡まってロープドラムに巻き込

まれ、負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が阪神港堺泉北第３区の岸壁において積み荷役終了

後、出港準備中の一等航海士が、本件増しロープをロープドラムに巻

き取り中、立入禁止区域に入っていたため、立ちくらみがしてよろけ

た際、右足が巻き取り中の本件増しロープに絡まってロープドラムに

巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のものが考え

られる。 

 ・船舶所有者及び船長は、危険な作業を防止するため、乗組員に対

し、安全な作業方法の周知を徹底すること。 

 




